
 

 

  

R５.５.１ 第１６７号 

新緑の季節となりました。いかがお過ごしでしょうか。今月は「高齢者見守り活動

事業」についてお伝えします。 

 

 

 

 

 

 

 愛別町では、高齢者でちょっとした見守りを希望される方を対象に見守り活動事業 

を行っています。 

 地域で支えあい、何か心配に思ったり困った時でも「お互い様」と声をかけ合うこ 

とで安心して生活できる地域づくりを目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（＊以下のすべての活動を行うのではなく、協力員が実施できる活動の範囲でご協力いただく形とな 

りますのでご安心ください） 

 

 

ひとり暮らしなので孤独死が心

配。さりげなく確認してくれない

かな 

町の運動教室に参加したいけ

れど、行く日を忘れちゃうから

参加するのを迷っている・・・ 

回覧板を渡すときに手渡し

して元気かどうか顔を見て

話したりできるよ 

両親が高齢になってきて心配

だけれど、遠方に住んでいるの

で頻繁には訪問できない・・・ 

日にちや曜日がわからなくなっ

てきて、ゴミ出しの日を間違え

てゴミがたまってしまう・・・ 

ふだんは元気だけれどもふとし

た時に心配になる。ちょっとし

た話相手が欲しい 

毎日は無理だけど、月に１回

位なら訪問や電話でお話相手

になりますよ 

当日の朝「今日、教室の日

だよ」って電話かけることな

らできるよ 

新聞や郵便物がたまっていな

いか、夜電気がついているか

だったらさりげなく確認できるよ 

ゴミ出しの声かけならでき

るよ 

こんな困りごとはありませんか 見守り活動 

地域包括支援センター 

見守る人と見

守られる人を

つなげる役割

をします 

個別の見守り協力員を募集しています 

見守り協力員の登録と見守り対象高齢者の登録 
 

◎見守りを行う協力員（ボランティア・登録制・無報酬） 

 町民及び町内で就労しており、見守り対象高齢者に対し見守り活動を行う

ことが可能な方 

 【登録申込書を提出いただきましたら、協力員証を交付いたします】 

 

◎見守り対象高齢者（登録制・利用料なし） 

 独居や夫婦のみ世帯で生活している高齢者で、認知機能の低下や疾病等に 

より体調が不安定な人、行方不明になったことのある人、家族等が遠方にお 

り頻回な見守りが難しい人など。 

 【登録申込書を提出いただきましたら、健康状態等を確認し、利用の可否

の決定を行います】 

 

 

 

 登録した高齢者が希望する見守り内容と、協力員が対応可能

な活動を突合し、地域包括支援センターが両者を結びつけます 

≪個別の見守り活動の例≫   
 

＊外からさりげなく見守る 

・新聞や郵便物がたまっていないか、何日も同じ洗濯ものが干しっぱなしになって

いないか 

・日が暮れて、室内の電灯がついているか、もしくは朝、カーテンが開いて電灯が

消えているか 

・定期的に外出しているか（買い物や通院・ゴミ出しをしている姿を見かけるか） 
 

＊安否確認のための訪問や電話 

・回覧板は顔を見て手渡すようにする   ・ゴミ出しの日に声をかける 

・地域の行事や老人クラブの例会等の案内をするときは、本人宅を訪問して手渡す

ようにする 

・体調を崩していないか、生活上の異変はないか、短時間の世間話などをして確認

する 
 

＊一緒に参加する 

・一緒に散歩に行く   ・一緒に歩いて買物に行く 

・地域の行事、地域のサロン、老人クラブ例会などの活動に自分が参加する際に声

をかける 

高齢者見守り活動事業の利用を希望、協力員の登録をご協力いただける方は

申込書を役場地域包括支援センターまで提出ください。（℡ ６-４７７１） 

 



 

 

 

 

                   

 

みなさんに地域包括支援センターについて、より多く知っていただき、地域の高齢

者の皆さんを医療、介護、福祉などさまざまな面から生活をサポートさせていただ

きたいと思います。 
 

 

                 職 員 紹 介 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域で暮らす高齢者のみなさんの介護・福祉・健康など、生活の中で「困ったな 

どうしよう？」と思った時の総合相談窓口です。 

ご相談がある時は、お住まいの地域の地域包括支援センターにお電話いただくか、 

直接お越しください。内容によっては、ご自宅への訪問も可能です。一緒に考え 

必要なサービスや関係機関、専門機関につなげていきます 

 

【役場 地域包括支援センター】愛別町字本町 179 番地   6－4771（直通） 

 

 

 

 

 

 

           
  

 

 

 

 

 

 

 

簡単にできる介護予防を心がけることが元気へとつながります。 

今回は「イラスト足し算」です。 

        四角の中の数字を足すといくつになるでしょう 

 

①                  ② 
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【介護予防チャレンジルーム ４月号の答え】  

 「あみだくじ足し算」  (あ）-（オ）-３０ （い）-（キ）-２６ （う）-ク‐１７  

（え）‐（コ）‐２４ （お）‐（エ）‐２６  （か）‐（イ）‐７  （き）‐（ア）‐９  

（け）‐（カ）‐５  （こ）‐（ケ）‐４２  

センター長 

長谷川
は せ が わ

純子
じゅんこ

 

保健師長 

真田
さ な だ

理
り

恵
え

 

主任介護支援専門員 

大家
お お や

世
せ

月
つき

 

保健師 

野内
や な い

厚子
あ つ こ

 

☆ふまねっとサロンのお知らせ☆ 

毎週最終月曜日  

14 時～15 時 蔵らで開催中 

どなたでもお気軽にご参加ください 

５月は『２７日』です 

 

☆フレイルを予防しましょう☆ 

昨年５月に実施しました「介護予防ニーズ

調査」の結果に基づきより早期に介護予防

に取り組んでいただく必要があると判定さ

れた方にパンフレットや介護予防教室の案

内をお送りしています。対象の方はこの機

会に介護予防に取り組みましょう 
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